
　

補助額・・・

制度の概要・・・低所得子育て世帯のこどもに対して大学等受験料補助。

ひとり親家庭をはじめとする低所得子育て世帯のこどもが、大学等への進学を経済的
理由であきらめることなく、なりたい自分になろうとチャレンジすることを応援するため、
令和7年4月から、大学等受験料及び模擬試験費用の補助を行っています。

対象世帯 ・・・

日頃は「鈴木さだはる後援会」に対し、ご支援ならびにご協力を賜り感謝申し上げます。

10月後半から急激に季節が進み、一時期は、12月の気候を思わせるくらい冷え込みが大きかった地域もあった

と聞いています。一方で晴れた日には、日差しも強く暑く感じるような日もありました。

今年悪天候から農作物など多くの被害を受けた地域もあり、耕作者の方々にお見舞い申し上げます。地球温

暖化抑制に向け、継続的に一人ひとりが、SDGsを意識したサステイナブル社会の実現を目指し行動していくこ

とが益々重要になってくると思います。今の暮らしが、時代の流れで変化していくことはありますが、将来にわたり、

環境に配慮して資源を使い過ぎず、誰もが安心して暮らせる社会の実現に今後ともご協力をお願い致します。

（鈴木さだはる後援会だより No.30）

さだボイス
作者：娘 11月号

【市制情報】

ごあいさつ

かりやの子育て応援ナビご紹介

こどもの進路チャレンジ応援補助金

※1 大学等：大学、短期大学、高等専門学校（4年次）、専修学校（専門課程）の入学試験に要する受験料

※2 大学等の入学試験を受験する年度に受けた模擬試験に要する受験料

申請方法について

(1)対象の試験の申込の日までに、「補助金交付申請書（受験要綱等の試験の内容、受験料の分かる

書類を添付）」を子育て推進課窓口へ提出してください。

(2)試験実施後、その年度の末日までに、「補助金実績報告書（受験料の支払を証する領収書の写しを

添付）及び「請求書」を提出ください。

※その他必要書類の提出を求める場合がございます。

※補助金の申請時に子どもの学習・生活支援事業の利用登録が必要です。

子どもの学習・生活支援事業では、生活にお困りで教育力に不安を抱える世帯の子どもを対象に規則

正しい学習習慣の定着、学習能力の向上を目的として学習支援教室を開催しています。

利用登録は子育て推進課（市役所2階）で受け付けています。窓口にて所定の書類を記入・提出して

いただきます。

（1）児童扶養手当受給水準のひとり親世帯

（2）住民税非課税世帯

事業所内保育所の保育料負担軽減



【あとがき】刈谷市においては、今回ご紹介させていただきました、刈

谷市公式アプリ「あいかり」、公式LINEやインスタグラムなど多くの公

式SNSがあります。刈谷市のイベント情報や防災情報など様々な

情報がタイムリーに入手できます。是非、登録や気に入ったアカウン

トをフォローしていただくと良いと思います。刈谷市公式アプリ「あいか

り」については、情報を受け取るだけではなく、自身で見つけた情報

（道路等修繕箇所）などを情報発信できます。詳しくは、刈谷市

ホームページで、「公式SNS」と検索してみてください。

【11月の予定】

1日 75周年音楽フェス
小中学校音楽祭

3日 全ト政治センター幹事会
7日 刈谷市都市計画審議会
10日 新政あいち研修会
16日 75周年記念パレード
20日 議会運営委員会
23日 のど自慢
30日 地区防災訓練

鈴木 さだはる後援会 ; 刈谷市一里山町金山100番地 トヨタ車体労働組合会館内 (TEL) 0566－36－3870

【11月の暦】

2日 十三夜
3日 文化の日
7日 立冬
15日 七五三
22日 小雪
23日 勤労感謝の日
24日 休日
25日 県民の日学校ホリデー
26日 亥の子
28日 ブラックフライデー

※刈谷市の情報も満載です。

是非登録を→

刈谷市公式ポータルアプリ「あいかり」情報

※「あいかり」アプリ、携帯へのダウンロードはお済ですか？

「あいかり」には、地域の道路や公共施設の破損等の写真と位置情報を投稿することで

市の担当者が修復対応します。（※注…カテゴリに無い投稿は対応できません。）

写真投稿画面内に必須事項を入力し投稿してください。

写真投稿画面

ここから

「あいかり」写真投稿 参考画像

修復前 修復後

陥没し危険 雑草が道路まではみ出し

修復前 修復後

認可保育園の申込みをしたものの、定員超過のため入園を待機している児童が事業所内保育所（認可外）

を利用した場合に保護者の負担を軽減するため、補助事業を行っています。
概要

事業所内保育所の保育料負担軽減

補助対象者

○刈谷市内に住民登録し、実際に居住していること。

○当該年度の4月1日現在の年齢が3歳に満たないこと。

○当該年度の認可保育園の入所申込書又は入園相談

記録書を提出し、入園基準を満たして待機していること。

○60時間以上事業所内保育所に通園していること。

○事業所内保育所利用に関し、他の補助を受けていないこと。

補助額

○事業所内保育所に対し、対象児童1人につき月12,400円を

交付します。

○対象児童の保護者へは、月6,200円（交付額の2分の1）を

事業所より還元することとなっています。

申請手続き

対象施設

○当該年度において軽減を受ける初月の１５日までに、当該年度

における認可保育園の保育所等利用保留通知書又は事業所

選考結果についての通知書を事業所内保育所へ提出ください。

また、保留通知書等がお手元にない方は、刈谷市役所子ども課

へ事業所内保育所利用の旨を申出ください。負担軽減の対象

となる場合に子ども課窓口で確認届を記入いただきます。

※確認済書は子ども課から対象施設へ送付されます。


